
目

次

規

則

○
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
qqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
qqq（

同

）
…
八

○
青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
条
例
施
行
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

○
青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

訓

令

○
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
を
廃
止

す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
九

○
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
青
森
県
漁
業
取
締
船
船
員
等
に
対
す
る
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

規

則

職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
一
号

職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
青

森
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
旅
行
業
者
等
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅

行
業
者

二

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運

送
事
業
者
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者

三

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
船
舶
運
航
事
業
者

四

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運

送
事
業
を
経
営
す
る
者

五

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

六

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を

営
む
者

七

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者

八

外
国
に
お
け
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
も
の

九

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括

信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
（
県
と
の
契
約
に
よ
り
カ
ー
ド
等
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
カ
ー
ド
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る

役
務
そ
の
他
の
旅
行
に
係
る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
み
の
た
め
に
旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に

青
森
県
報
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限
る
。
）

２

条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
役
務
及
び
カ
ー
ド
等
と
す
る
。

（
旅
行
命
令
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
旅
費
）

第
四
条

条
例
第
三
条
第
四
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
傷
病
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

二

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
十

七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅

行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

２

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
部
分
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
各
号
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
、
第

十
二
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及

び
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
っ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少

な
い
額
の
合
計
額

二

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除

く
。
）
、
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
渡
航
雑
費
に
つ
い
て

は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
条
例
第
六
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八

条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
っ
た
額
で

所
要
の
払
戻
手
続
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所

要
の
取
消
手
続
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各

種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額

（
旅
費
額
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
）

第
五
条

条
例
第
三
条
第
五
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
事
情

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当

該
家
族
の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情

２

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
（
交
通
手
段
を
利
用
す
る
た
め
の
乗
車
券
、
乗
船
券
、
航
空
券

等
で
当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
を
喪
失

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
時
以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
額

二

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
喪

失
を
免
が
れ
た
旅
費
額
を
差
し
引
い
た
額

（
旅
行
命
令
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

第
六
条

条
例
第
四
条
第
四
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
出
発
地
、
用
務
、
用
務
先
、
到
着
地
、
旅
行
期
間
並
び
に

旅
行
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
所
属
と
す
る
。

（
旅
行
命
令
の
変
更
の
申
請
）

第
七
条

旅
行
者
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
条
例
第
二
十
五
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
の
変
更
を
申
請
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
変
更
の
必
要
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
行
命
令
等
の
通
知
）

第
八
条

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
を
発
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
し
た
場
合
に

は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
第
六
条
で
定
め
る
事
項
を
支
出
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
請
求
書
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
、
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
等
）

第
九
条

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
精
算

請
求
書
又
は
旅
費
概
算
請
求
書

二

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第

四
号
の
規
定
に
よ
り
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も

の
が
含
ま
れ
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
赴
任
旅
費
精
算
請
求
書
又
は
赴
任
旅
費
概
算
請
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求
書

三

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に

は
、
死
亡
時
旅
費
請
求
書

四

条
例
第
三
条
第
四
項
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
損
失
請
求
書

五

条
例
第
三
条
第
五
項
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
喪
失
請
求
書

六

条
例
第
三
条
第
六
項
（
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
係
る
旅
費
に
応
じ
た
前
各

号
に
掲
げ
る
請
求
書

２

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
資
料
の
種
類
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
旅
行
役
務
提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
に
規
定
す

る
請
求
書
に
相
当
す
る
も
の
を
も
っ
て
、
同
表
に
規
定
す
る
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
又
は
そ

の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

条
例
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る

請
求
書
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
及
び
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

種
目
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

旅
行
役
務
提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
二
中
「
請

求
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
旅
行
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

で
定
め
る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
に
準
ず
る
内
容
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
、
か
つ
、
支
出
者
等

が
認
め
た
請
求
書
に
相
当
す
る
も
の
（
請
求
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
請
求
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

旅
行
命
令
権
者
及
び
支
出
者
等
は
、
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
請
求
書
を
提
出
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
請
求
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
書
を
提
出
し
た
者
が
旅
行
役
務
提
供
者
で
あ
る
と
き
は
、
旅
行

命
令
権
者
及
び
支
出
者
等
は
、
旅
行
者
に
対
し
て
必
要
な
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

７

支
出
者
等
は
、
旅
費
を
支
給
し
た
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
請
求

書
に
支
給
先
又
は
支
払
先
及
び
支
給
年
月
日
又
は
支
払
年
月
日
を
記
載
又
は
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

（
旅
費
の
精
算
に
係
る
期
間
）

第
十
条

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
旅
行
命
令
権
者

の
承
認
を
得
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
旅
行
を
完
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
と
す

る
。

２

条
例
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
精
算
に
よ
る
過
払
金
の
返
納
の
告
知
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
二
週
間
と
す
る
。

（
給
与
の
種
類
）

第
十
一
条

条
例
第
八
条
第
四
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
給
料
、
管

理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、

特
地
勤
務
手
当
（
同
条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
同

条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、

休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
産

業
教
育
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
義
務
教
育
諸
学
校

等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十

九
号
）
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
と
す
る
。

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
）

第
十
二
条

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

鉄
道
事
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の

二

軌
道
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の

三

外
国
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
船
賃
に
係
る
船
舶
）

第
十
三
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

海
上
運
送
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も

の
二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
十
四
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

航
空
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も

の
二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
特
定
航
空
移
動
）

第
十
五
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
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に
お
け
る
飛
行
時
間
が
八
時
間
以
上
の
移
動
と
す
る
。

（
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用
の
算
定
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
旅
費
）

第
十
六
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
二
十
五
円
と
す

る
。

（
宿
泊
費
基
準
額
等
）

第
十
七
条

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程

（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
の
一
又
は
二

の
表
の
区
分
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
表
の
職
務
の
級
が
十
級
以
下
の
者
の
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
っ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
費
基

準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

る
と
き
と
す
る
。

一

会
議
、
研
修
等
に
お
い
て
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿

泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

二

知
事
等
の
旅
行
に
同
行
す
る
者
が
知
事
等
と
同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の

運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。

三

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最

も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。

四

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
を
発
し
た
時
に
は
通
常
予
見
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
き
。

（
宿
泊
手
当
の
定
額
等
）

第
十
八
条

条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
は
、
省
令
別
表
第
三

に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

宿
泊
手
当
の
額
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
つ
い
て
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
額
と
す
る
。

一

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合

前
項
で
定

め
る
定
額
の
三
分
の
二
の
額

二

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合

前
項
で
定
め
る
定
額
の

三
分
の
一
の
額

３

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
宿
泊
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
移
動

の
到
着
地
に
応
じ
、
省
令
別
表
第
三
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
そ
の
他
の
交
通
費
（
包
括
宿
泊
費
及
び
家
族
移
転
費
の
う

ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
額
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
。

４

旅
行
者
が
、
旅
行
中
自
宅
（
住
所
又
は
居
所
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
を
い
う
。
）
に

宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊
手
当
は
支
給
し
な
い
。

（
転
居
費
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条

条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
し
、
旅
行

命
令
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
運
送
の
み
で
は
旅
行
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
る
と
き

は
、
現
に
運
送
を
行
っ
た
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
、
か

つ
、
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を

転
居
費
の
額
と
す
る
方
法

二

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法

三

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
若
し
く
は
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し

て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法
。
た

だ
し
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て
取
得
し
た
見
積
額
を
超

え
る
と
き
は
、
当
該
額
と
す
る
（
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
現
に
運
送
を
行
っ
た
各
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
計
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
合

計
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。

２

前
項
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る
費
用
そ

の
他
の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す

る
。

３

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受

け
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払

を
受
け
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
。

（
渡
航
雑
費
）

第
二
十
条

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
公
務
の

た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

保
険
料

二

医
薬
品
の
購
入
に
係
る
費
用

三

携
行
品
の
購
入
に
係
る
費
用
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四

健
康
診
断
そ
の
他
の
医
療
機
関
で
の
受
診
に
係
る
費
用

五

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
費
用
に
類
す
る
又
は
付
随
す
る
費
用

六

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
ほ
か
、
旅
行
者
の
負
担
と
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
定

め
る
費
用

（
死
亡
手
当
の
定
額
）

第
二
十
一
条

条
例
第
二
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
定
額
は
、
省
令
別
表
第
五
に
定
め
る
額
と
す

る
。

（
退
職
者
等
の
旅
費
）

第
二
十
二
条

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費

と
す
る
。

一

条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
旅

費イ

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準

じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
勤
務
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

ロ

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準

じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
勤
務
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

二

条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準

じ
、
出
張
地
か
ら
本
邦
内
の
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

２

前
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
職
員
が
外
国
旅
行
中
に
お
い
て
退
職
等

と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
前
項

第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
知
事
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
等
の
旅
費
）

第
二
十
三
条

条
例
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す

る
。

一

職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に

よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費

イ

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員

が
遺
族
の
居
住
地
（
外
国
在
住
の
遺
族
の
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到
着

地
）
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

ロ

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ

か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し

た
旅
費

二

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準

じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
外
国
に
帰
住
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外

国
へ
の
出
発
地
）
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
を
除

く
。
）

三

条
例
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員

が
遺
族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

２

遺
族
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
条
例
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ

る
順
序
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を
先
に
す
る
。

（
通
勤
手
当
と
の
調
整
）

第
二
十
四
条

旅
行
者
が
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
通
勤
手
当
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
勤
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
旅
行
の
経
路
に
当
該
通
勤
手
当
等
の
区
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
重
複
す

る
区
間
に
係
る
旅
費
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
公
署
等
以
外
の
地
を
出
発
地
又
は
到
着
地
と
す
る
場
合
の
旅
費
）

第
二
十
五
条

勤
務
公
署
（
常
時
勤
務
す
る
勤
務
公
署
の
な
い
場
合
又
は
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る

場
合
に
は
、
住
所
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
旅
行
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務
公
署
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
地
を
出
発
地
と
し
て

旅
行
す
る
場
合
に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
勤
務
公
署
等
以
外
の
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費

の
額
と
勤
務
公
署
等
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

２

既
に
旅
行
し
て
い
る
者
が
、
旅
行
地
か
ら
勤
務
公
署
以
外
の
地
を
到
着
地
と
し
て
旅
行
す
る
場

合
に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
旅
行
地
か
ら
勤
務
公
署
以
外
の
地
に
至
る
旅
費
の
額
と
旅
行
地

か
ら
勤
務
公
署
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
職
員

等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
十
月
青
森
県

条
例
第
五
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
一
項
の
旅
行
命
令
を
発
す

る
旅
行
又
は
改
正
後
の
条
例
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
の
機
関
が
旅
行
依
頼
を
発
す

る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

（ ）5 青 森 県 報 号外第29号令和８年３月30日 月曜日



条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命

令
権
者
が
同
項
の
旅
行
命
令
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
三
号
に

規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旅
行
命
令
を
変

更
す
る
旅
行
又
は
施
行
日
前
に
改
正
前
の
条
例
第
三
十
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
の
機

関
が
旅
行
依
頼
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旅
行
依
頼
を
変
更
す
る
旅
行
に
つ

い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
命
令
を
変
更
す
る
旅
行
又
は
当
該
旅
行
依
頼
を
変
更

す
る
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
、
免
職
、
失
職
若
し
く

は
休
職
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
改
正
後
の
条
例
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項

に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）

区

分

添
付
す
る
資
料

一

鉄
道
賃

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
運
賃
（
運
賃
の
等
級
が

区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
る
移
動

に
限
る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急

行
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に
あ
っ
て

は
、
支
出
者
等
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に

限
る
。
）

二

船
賃

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃
（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費

用

三

航
空
賃

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

四

そ
の
他
の
交
通
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
支

出
者
等
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限

る
。
）

五

宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

（
条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）

六

包
括
宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

知
事
が
別
に
定
め
る
資
料

七

転
居
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

転
居
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
（
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含

む
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長

の
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項

に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部

分
を
除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
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九

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部

分
を
除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

移
転
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料

第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

十

渡
航
雑
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

十
一

そ
の
他
の
旅
費

知
事
が
別
に
定
め
る
資
料

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
）

区

分

記
載
事
項
又
は
記
録
事
項

旅
費
精
算
請
求
書
又
は
旅
費
概
算
請
求
書

請
求
者
の
所
属
又
は
所
属
団
体
及
び
氏
名

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着

地
、
宿
泊
地
（
宿
泊
し
た
場
合
に
限
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
種
目

及
び
そ
の
金
額

請
求
年
月
日

概
算
額
、
精
算
額
、
追
給
額
及
び
返
納
額

（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
概
算
払
に
係
る

旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

赴
任
旅
費
精
算
請
求
書
又
は
赴
任
旅
費
概
算
請

求
書

請
求
者
の
所
属
又
は
所
属
団
体
及
び
氏
名

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着

地
、
宿
泊
地
、
種
目
及
び
そ
の
金
額

請
求
年
月
日

概
算
額
、
精
算
額
、
追
給
額
及
び
返
納
額

死
亡
時
旅
費
請
求
書
、
旅
費
損
失
請
求
書
又
は

知
事
が
別
に
定
め
る
事
項

旅
費
喪
失
請
求
書

別
表
第
三
（
第
九
条
関
係
）

区

分

記
載
事
項
又
は
記
録
事
項

一

鉄
道
賃

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運

賃
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
料
金
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
費

用
の
各
金
額
並
び
に
合
計
金
額

二

船
賃

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

運
賃
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
料
金
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る

費
用
の
各
金
額
並
び
に
合
計
金
額

三

航
空
賃

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

運
賃
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
座
席
指
定

料
金
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の

各
金
額
並
び
に
合
計
金
額

四

そ
の
他
の
交
通
費

金
額

五

宿
泊
費

夜
数
及
び
金
額

六

包
括
宿
泊
費

夜
数
及
び
金
額

七

宿
泊
手
当

夜
数
及
び
定
額

八

転
居
費

金
額

九

着
後
滞
在
費

宿
泊
費
に
係
る
夜
数
及
び
金
額
、
宿
泊
手

当
に
係
る
夜
数
及
び
定
額
並
び
に
こ
れ
ら

の
合
計
金
額

十

家
族
移
転
費

第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
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例
に
準
じ
た
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
、

合
計
金
額
並
び
に
旅
行
人
員

十
一

渡
航
雑
費

金
額

十
二

死
亡
手
当

定
額

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
二
号

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年

九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
航
空
機
は
、
青
森
空
港
と
本
邦

外
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
と
す
る
。

（
宿
泊
費
）

第
四
条

条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費

支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
別
表
第
二
の
一
又
は
二
の
表
の
区
分
に
応

じ
、
こ
れ
ら
の
表
の
指
定
職
職
員
等
の
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
っ
た
費
用
の
額

が
前
項
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
と

す
る
。

一

会
議
、
研
修
等
に
お
い
て
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿

泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

二

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最

も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。

三

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
き
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条

例
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
三
条

条
例
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
航
空
機
は
、
青
森
空
港
と
本
邦
外
の
地

点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
と
す
る
。

（
宿
泊
費
）

第
四
条

条
例
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規

程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
別
表
第
二
の
一
又
は
二
の
表
の
区
分
に
応
じ
、
こ

れ
ら
の
表
の
指
定
職
職
員
等
の
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
っ
た
費
用
の
額
が
前
項

に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。
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一

会
議
、
研
修
等
に
お
い
て
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿

泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

二

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最

も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。

三

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
き
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
七
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
十
月
青
森
県
訓
令

甲
第
六
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月

青
森
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

旅
行
命
令
権
者
が
同
項
の
旅
行
命
令
を
発
し
た
旅
行
、
改
正
前
の
条
例
第
三
十
条
の
十
一
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
県
の
機
関
が
旅
行
依
頼
を
発
し
た
旅
行
又
は
施
行
日
前
に
改
正
前
の
条
例
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
の
旅
行
命
令
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
職
員

等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
旅
行
命
令
を
変
更
す
る
旅
行
若
し
く
は
施
行
日
前
に
改
正
前
の
条
例
第
三
十
条
の
十
一
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
県
の
機
関
が
旅
行
依
頼
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
二
十

五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旅
行
依
頼

を
変
更
す
る
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

（ ）9 青 森 県 報 号外第29号令和８年３月30日 月曜日



職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
漁
業
取
締
船
船
員
等
に
対
す
る
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
漁
業
取
締
船
船
員
等
に
対
す
る
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
漁
業
取
締
船
船
員
等
に
対
す
る
日
額
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
青
森
県
訓
令

甲
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
食
卓
料
及
び
航
海
旅
行
雑
費
」
を
「
船
上
食
料
手
当
及
び
航
海
旅
行
手
当
」
に
改
め

る
。第

三
条
の
見
出
し
を
「
（
船
上
食
料
手
当
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
食
卓
料
」
を
「
船
上

食
料
手
当
」
に
、
「
千
六
十
円
」
を
「
千
二
百
八
十
五
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
食
卓
料
」

を
「
船
上
食
料
手
当
」
に
改
め
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
航
海
旅
行
雑
費
」
を
「
航
海
旅
行
手
当
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
食
卓
料
」
を
「
船
上
食
料
手
当
」
に
、
「
航
海
旅
行
雑
費
」
を
「
航
海
旅
行

手
当
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
食
卓
料
及
び
航
海
旅
行
雑
費
」
を
「
船
上
食
料
手
当
及
び
航
海
旅
行
手
当
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
漁
業
取
締
船
船
員
等
に
対
す
る
日
額
旅
費
支
給
規
程
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行

の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う

ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対

応
す
る
分
及
び
同
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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